
（単位 ： 千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 127,090,088 ※ 固定負債 31,906,096
有形固定資産 115,488,025 地方債 15,288,154
事業用資産 62,099,736 ※ 長期未払金 354,436
土地 50,171,321 退職手当引当金 3,075,876
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 23,004,566 その他 13,187,630
建物減価償却累計額 △ 12,144,110 流動負債 4,152,081
工作物 1,340,164 1年内償還予定地方債 2,221,544
工作物減価償却累計額 △ 633,794 未払金 899,001
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 529,152
航空機 - 預り金 493,531
航空機減価償却累計額 - その他 8,853
その他 - 36,058,177
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 361,587 固定資産等形成分 129,063,871

インフラ資産 52,282,535 余剰分（不足分） △ 33,654,817
土地 28,283,640
建物 924,784
建物減価償却累計額 △ 466,349
工作物 42,737,007
工作物減価償却累計額 △ 19,543,189
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 346,642

物品 2,099,533
物品減価償却累計額 △ 993,779

無形固定資産 3,419,654 ※

ソフトウェア 10,842
その他 3,408,811

投資その他の資産 8,182,410
投資及び出資金 323,978
有価証券 -
出資金 323,978
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 406,162
長期貸付金 23,556
基金 7,461,306
減債基金 -
その他 7,461,306

その他 -
徴収不能引当金 △ 32,592

流動資産 4,377,143
現金預金 1,837,447
未収金 566,011
短期貸付金 -
基金 1,974,102
財政調整基金 1,974,102
減債基金 -

棚卸資産 572
その他 2
徴収不能引当金 △ 991

繰延資産 - 95,409,054
131,467,231 131,467,231

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
(令和７年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計



（単位 ： 千円）

経常費用 47,528,417
業務費用 19,910,799 ※
人件費 7,124,458
職員給与費 4,033,278
賞与等引当金繰入額 527,723
退職手当引当金繰入額 313,633
その他 2,249,824

物件費等 11,879,534
物件費 9,433,765
維持補修費 234,820
減価償却費 2,200,064
その他 10,885

その他の業務費用 906,806
支払利息 119,581
徴収不能引当金繰入額 32,715
その他 754,510

移転費用 27,617,618
補助金等 19,174,110
社会保障給付 8,430,323
その他 13,185

経常収益 2,155,196
使用料及び手数料 1,520,057
その他 635,139

純経常行政コスト 45,373,221
臨時損失 68,656
災害復旧事業費 -
資産除売却損 68,656
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 52,702
資産売却益 37,024
その他 15,678

純行政コスト 45,389,175

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　令和６年４月１日　

至　令和７年３月３１日

科目 金額



前年度末純資産残高 93,748,799 ※ 127,351,787 △ 33,602,989

純行政コスト（△） △ 45,389,175 △ 45,389,175

財源 46,997,868 46,997,868

税収等 26,171,823 26,171,823

国県等補助金 20,826,045 20,826,045

本年度差額 1,608,694 1,608,694 ※

固定資産等の変動（内部変動） 1,704,876 ※ △ 1,704,876 ※

有形固定資産等の増加 4,308,585 △ 4,308,585

有形固定資産等の減少 △ 2,501,605 2,501,605

貸付金・基金等の増加 1,581,812 △ 1,581,812

貸付金・基金等の減少 △ 1,683,915 1,683,915

資産評価差額 - -

無償所管換等 51,561 7,207 44,354

その他 - - -

本年度純資産変動額 1,660,255 ※ 1,712,084 ※ △ 51,828

本年度末純資産残高 95,409,054 129,063,871 △ 33,654,817

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　令和６年４月１日　

至　令和７年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

（単位 ： 千円）



（単位 ： 千円）

【業務活動収支】
業務支出 45,379,135
業務費用支出 17,727,890
人件費支出 7,144,211
物件費等支出 9,674,802
支払利息支出 126,998
その他の支出 781,879

移転費用支出 27,651,245
補助金等支出 19,207,737
社会保障給付支出 8,430,323
その他の支出 13,185

業務収入 47,493,576 ※
税収等収入 25,632,566
国県等補助金収入 19,638,824
使用料及び手数料収入 1,603,757
その他の収入 618,430

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,114,442 ※
【投資活動収支】
投資活動支出 4,825,970
公共施設等整備費支出 3,596,875
基金積立金支出 1,229,095
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 2,722,954 ※
国県等補助金収入 1,225,361
基金取崩収入 1,332,304
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 37,024
その他の収入 128,264

投資活動収支 △ 2,103,016
【財務活動収支】
財務活動支出 2,576,062
地方債償還支出 2,542,927
その他の支出 33,135

財務活動収入 2,348,200
地方債発行収入 2,348,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 227,862
本年度資金収支額 △ 216,436
前年度末資金残高 1,560,940
本年度末資金残高 1,344,504

前年度末歳計外現金残高 492,744
本年度歳計外現金増減額 199
本年度末歳計外現金残高 492,943
本年度末現金預金残高 1,837,447

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体資金収支計算書
自　令和６年４月１日　
至　令和７年３月３１日

金額科目
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令和 6年度 国立市全体財務書類注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの・・・・・・・・・・・再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は、備忘価額 1円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・・・・・取得原価

取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・・・・・・・再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は、備忘価額 1円としています。

② 無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・・・・・取得原価

取得原価が不明なもの・・・・・・・・・・・・・・・・再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

① 出資金

ア 市場価格のあるもの・・・・・・・・・・・・・・・・会計年度末における市場価格

（売却原価は移動平均法により算定）

イ 市場価格のないもの・・・・・・・・・・・・・・・・出資金額

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による低価法

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・・・・定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりです。

建物 3年～50 年

工作物 8年～60 年

物品 2年～30 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・・・・定額法

ソフトウェア 5年（当市における見込利用期間）

その他（地上権、施設利用権） 5年～45年

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース契

約 1件当たりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

・・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

未収金については、過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

長期延滞債権については、過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

長期貸付金については、過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。



③ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それ

ぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1年以内のリース取引及びリース料総額が 300 万円以

下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行います。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行います。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行います。

(7) 全体資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、

3か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただし、一般会計等においては、国立市資金管

理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(8) 採用した消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、下水道事業会計を除き、税込方式によっています。

2 重要な会計方針の変更等

該当する事項はありません。

3 重要な後発事象

該当する事項はありません。

4 偶発債務

(1)保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っています。

団体名 確定債務額 履行すべき額が確定していな

い損失補償債務等

総額

損失補償等引

当金計上額

貸借対照表未

計上額

社会福祉法人くにた

ち子どもの夢・未来

事業団

― ― 85,477 千円 85,477 千円

計 ― ― 85,477 千円 85,477 千円

5 全般的な追加情報

(1) 連結対象団体（会計）

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合

下水道事業会計 公営企業会計 全部連結 －

国民健康保険特別会計 その他 全部連結 －

介護保険特別会計 その他 全部連結 －



後期高齢者医療特別会計 その他 全部連結 －

連結の方法は、次のとおりです。

① 地方公営事業会計は、全て全部連結の対象としています。

なお、下水道事業会計については、出納整理期間を設けておりません。

(2) 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5の規定に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整

理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納

整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

(3) 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(4) 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。

今年度は、該当する資産はありません。

(5) 資金収支計算書に係る事項

① 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は、含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は、次のとおりです。

一般会計等に係る一時借入金の限度額 3,000,000 千円

一般会計等に係る一時借入金の利子額 231 千円

下水道事業会計に係る一時借入金の限度額 1,000,000 千円

下水道事業会計に係る一時借入金の利子額 -


